
豊明市監査公表第２号 

 

  地方自治法第１９９条第１項、第３項及び第４項の規定に基づき、豊明市監査基

準に準拠して定例監査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を次の

とおり公表します。 

 

令和６年６月２６日 

 

                                           豊明市監査委員 

                                                   井 上   新 

                                                  三 浦  桂 司 

 

１ 監査の対象 

経済建設部 土木課 

 

２ 監査の期間 

    令和６年１月１８日から令和６年２月８日まで 

 

３ 監査の範囲 

    令和５年４月１日から令和５年１２月３１日までに執行した事務事業 

 

４ 監査等の着眼点 

 （１）収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。 

（２）契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。 

（３）補助金等の交付手続や補助額は適正か。 

（４）現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。 

 

５ 監査等の実施内容 

  予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員か

ら説明を聴取し実施した。 

 

６ 監査の結果 

   今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、注意を促し

た軽微な事項はあったが、おおむね適正に処理されていると認められた。 

ただし、次の留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。 

（１）街路樹維持管理業務委託の契約書において、一部不備が見受けられたので

留意されたい。（土木課） 

（２）排水施設清掃作業の完了届において、一部不備が見受けられたので留意さ

れたい。（土木課）  

 

 



７ 監査の対象 

市民生活部 防災防犯対策課 

市民生活部 共生社会課 

 

８ 監査の期間 

    令和６年１月３０日から令和６年２月２１日まで 

 

９ 監査の範囲 

    令和５年４月１日から令和５年１２月３１日までに執行した事務事業 

 

１０ 監査等の着眼点 

 （１）収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。 

（２）契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。 

（３）補助金等の交付手続や補助額は適正か。 

（４）現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。 

 

１１ 監査等の実施内容 

  予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員か

ら説明を聴取し実施した。 

 

 

１２ 監査の結果 

   今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、注意を促し

た軽微な事項はあったが、おおむね適正に処理されていると認められた。 

ただし、次の留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。 

（１）自転車乗車用ヘルメット着用促進事業費補助金の支出事務において、一部

不備が見受けられたので留意されたい。（防災防犯対策課） 

（２）防犯モデル地区運営事業補助金の実績報告において、一部不備が見受けら

れたので留意されたい。（防災防犯対策課） 

（３）南部地域安全ステーション設備撤去工事の契約事務において、一部不備が

見受けられたので留意されたい。（防災防犯対策課） 

（４）公用車自動車保険の支出事務において、一部不備が見受けられたので留意

されたい。（共生社会課） 

（５）市民提案型まちづくり事業交付金の事業計画において、一部不備が見受け

られたので留意されたい。（共生社会課） 

 

１３ 監査の対象 

行政経営部 企画政策課 

  行政経営部 秘書広報課 

 

 



１４ 監査の期間 

    令和６年３月４日から令和６年３月２６日まで 

 

１５ 監査の範囲 

    令和５年４月１日から令和６年１月３１日までに執行した事務事業 

 

１６ 監査等の着眼点 

 （１）収入・支出に関する事務は、適正に処理されているか。 

（２）契約事務は書類や手続等を法令等に従って適切に処理しているか。 

（３）補助金等の交付手続や補助額は適正か。 

（４）現金、備品等の管理は、適切に処理しているか。 

 

１７ 監査等の実施内容 

  予算の執行状況等について、契約書その他関係書類を審査し、また関係職員か

ら説明を聴取し実施した。 

 

１８ 監査の結果 

   今回の監査において、所管の財務に関する事務の執行については、注意を促し

た軽微な事項はあったが、おおむね適正に処理されていると認められた。 

ただし、次の留意事項が見受けられたので、今後は適正な処理をされたい。 

（１）デマンド型乗り合い送迎サービス「チョイソコとよあけ」の負担金算出に

おいて、一部不備が見受けられたので留意されたい。（企画政策課） 


